
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

都

市

計

画

下

水

道

の

事

業

計

画

の

変

更

認

可

都

市

計

画

課

○

県

営

住

宅

の

指

定

管

理

者

の

指

定

住

宅

課

目

次

【

公

告

】

担

当

課

（

室

）

○

国

土

調

査

の

成

果

の

認

証

県

民

生

活

交

通

課

○

飼

料

試

験

結

果

の

公

表

畜

産

課

【

規

則

】

○

岡

山

県

地

方

独

立

行

政

法

人

法

施

行

細

則

の

一

総

務

学

事

課

○

土

地

改

良

区

清

算

人

の

退

任

届

耕

地

課

部

を

改

正

す

る

規

則

○

河

川

整

備

計

画

の

公

表

河

川

課

○

災

害

救

助

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

保

健

福

祉

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

則

の

完

了

○

岡

山

県

工

事

執

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

技

術

管

理

課

○

〃

〃

則

○

〃

〃

【

人

事

委

員

会

】

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

通

勤

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

人

事

委

員

会

【

告

示

】

○

建

築

物

に

関

す

る

特

定

工

程

及

び

特

定

工

程

後

建

築

指

導

課

規

則

の

工

程

の

指

定

の

一

部

改

正

○

寒

冷

地

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

る

規

則

○

岡

山

県

ポ

リ

塩

化

ビ

フ

ェ

ニ

ル

廃

棄

物

処

理

計

循

環

型

社

会

推

進

課

○

住

居

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

〃

画

の

変

更

規

則

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

公

安

委

員

会

】

の

辞

退

○

指

定

介

護

療

養

型

医

療

施

設

の

指

定

の

辞

退

長

寿

社

会

課

○

岡

山

県

道

路

交

通

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

交

通

企

画

課

○

土

砂

災

害

警

戒

区

域

の

指

定

防

災

砂

防

課

す

る

規

則

○

〃

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

【

正

誤

】

○

〃

〃

○

急

傾

斜

地

崩

壊

危

険

区

域

の

指

定

〃

○

岡

山

県

行

政

組

織

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

総

務

学

事

課

岡

山

県

公

報
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担

当

課

（

室

）

担

当

課

（

室

）

目

次

目

次

規

則

の

正

誤

（

県

例

規

集

登

載

）

○

道

路

の

区

域

変

更

の

正

誤

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

の

正

誤

〃



◎
岡
山
県
規
則
第
九
号

岡
山
県
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
細
則
（
平
成
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
を
い
う

」
の
下
に
「
以
下
こ
の
条
及
び
」
を
加
え
る
。

。

第
十
七
条
及
び
別
記
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２７年３月２０日　岡山県公報　第１１６７０号



◎
岡
山
県
規
則
第
十
号

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
第
二
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
四
項
」

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
か
か
る
」
を
「
係
る
」
に

「
し
た
が
い
」
を
「
従
い
」
に
改
め
、
同
項
第

、

一
号
中
「
道
」
を
「
途
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
八
条
」
に

「
こ
れ
が

、

た
め
」
を
「
、
そ
の
た
め
に
」
に

「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に

「
を
し
た
」
を
「
を
発

、

、

し
た
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に

「
救
助
」
を
「
救
助
の
実
施
」

、

に

「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
救
助
」
を
「
救

、
助
の
実
施
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に

「
支
払
証
ひ
よ
う
書
類
」
を
「
領
収
書
」

、

に
改
め
る
。

「
収

「
避難

容

所及

施

び応

を

に
改
め
、
同
項
１
中
「
を
収
容
す
る
」
を
「
に
供
与
す
る
」

設

急仮

の

設住

供

宅の

与

供

」

与
」

に

「
三
〇
〇
円
」
を
「
三
一
〇
円
」
に

「
冬
期
」
を
「
冬
季
」
に

「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
内
閣

、

、

、

総
理
大
臣
」
に
改
め
、
同
項
２
中
「
を
収
容
す
る
」
を
「
に
供
与
す
る
」
に

「
を
収
容
し
」
を
「
に

、

別
表
第
一

の
項
中

（一）
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供
与
し
」
に
改
め

「

以
下
「
福
祉
仮
設
住
宅
」
と
い
う

」
及
び
「

こ
の
場
合
の
応
急
仮
設
住
宅

、
（

。
）

（

の
設
置
戸
数
は
、
被
災
者
に
提
供
さ
れ
る
福
祉
仮
設
住
宅
の
部
屋
数
と
す
る

」
を
削
り

「
に
収
容

。
）

、

」

「

」

、
「

、

、

」

「

、

、

」

す
る

を

を
供
与
す
る

に
改
め

二

四
〇
一

〇
〇
〇
円

を

二

五
三
〇

〇
〇
〇
円

、

「

」

「

」

、「

、

」

「

、

に
改
め

同
表

の
項
１
中

収
容
さ
れ
た

を

避
難
し
て
い
る

に

一

〇
一
〇
円

を

一

（二）

〇
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

の
項
中
「
た
い
積
」
を
「
堆
積
」
に

「
日
用
品
等
」
を
「
生
活
必
需

、

（三）

品
」
に

「
一
七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
八
〇
〇
円
」
に

「
二
八
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
九
、

、

、

四
〇
〇
円
」
に

「
二
二
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
二
、
九
〇
〇
円
」
に

「
三
六
、
九
〇
〇
円
」
を
「
三

、

、

八
、
一
〇
〇
円
」
に

「
三
二
、
七
〇
〇
円
」
を
「
三
三
、
七
〇
〇
円
」
に

「
五
一
、
四
〇
〇
円
」

、

、

を
「
五
三
、
一
〇
〇
円
」
に

「
三
九
、
二
〇
〇
円
」
を
「
四
〇
、
四
〇
〇
円
」
に

「
六
〇
、
二
〇

、

、

〇
円
」
を
「
六
二
、
一
〇
〇
円
」
に

「
四
九
、
七
〇
〇
円
」
を
「
五
一
、
二
〇
〇
円
」
に

「
七
五
、

、

、

七
〇
〇
円
」
を
「
七
八
、
一
〇
〇
円
」
に

「
七
、
三
〇
〇
円
」
を
「
七
、
五
〇
〇
円
」
に

「
一
〇
、

、

、

四
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
七
〇
〇
円
」
に

「
五
、
六
〇
〇
円
」
を
「
五
、
八
〇
〇
円
」
に

「
九
、

、

、

一
〇
〇
円
」
を
「
九
、
四
〇
〇
円
」
に

「
七
、
六
〇
〇
円
」
を
「
七
、
八
〇
〇
円
」
に

「
一
二
、

、

、

〇
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
三
〇
〇
円
」
に

「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
七
〇
〇
円
」
に

「
一

、

、

、

」

「

、

」

、「

、

」

「

、

」

、

六

八
〇
〇
円

を

一
七

四
〇
〇
円

に

一
三

八
〇
〇
円

を

一
四

二
〇
〇
円

に

「

、

」

「

、

」

、「

、

」

「

、

」

一
九

九
〇
〇
円

を

二
〇

六
〇
〇
円

に

一
七

四
〇
〇
円

を

一
八

〇
〇
〇
円

に

「
二
五
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
六
、
一
〇
〇
円
」
に

「
二
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
、
五
〇
〇
円
」

、

、

に

「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
四
〇
〇
円
」
に

「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に

、

、

、

「

」

「

」

、「

」

「
、

」

、

改
め

同
表

の
項
１
中

の
道

を

の
途

に

や
む
を
得
ぬ

を

や
む
を
得
な
い

に

（四）

「

」

「

」

、

「

」

「

、
」

、

厚
生
労
働
大
臣

を

内
閣
総
理
大
臣

に
改
め

同
項
２
中

者
で

を

者
で
あ
つ
て

に

「
道
」
を
「
途
」
に

「
者
に
」
を
「
も
の
に
」
に
改
め
、
同
表

の
項
中
「
災
害
に
か
か
つ
た
者
」

、

（五）

を
「
被
災
者
」
に

「
生
命
及
び
」
を
「
生
命
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
表

の
項
中
「
災
害
に
か
か

、

（六）

つ
た
」
を
「
被
災
し
た
」
に

「
一
箇
月
」
を
「
一
月
」
に

「
五
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
四
七
、

、

、

〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

の
項
及
び

の
項
中
「
一
箇
月
」
を
「
一
月
」
に
改
め
、
同
表

の
項

（七）

（八）

（九）

「

、

」

「

、

」

、「

、

」

「

、

中

二
〇
一

〇
〇
〇
円

を

二
〇
六

〇
〇
〇
円

に

一
六
〇

八
〇
〇
円

を

一
六
四

八
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

の
項
中
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
四
〇
〇
円
」
に

「
五
、
〇
〇

十
一

、

〇
円
」
を
「
五
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

の
項
中
「
輸
送
賃
」
を
「
輸
送
費
」
に

「
支
出
す

十
三

、

る
」
を
「
支
給
す
る
」
に

「
災
害
に
か
か
つ
た
者
」
を
「
被
災
者
」
に

「
通
常
実
費
」
を
「
通
常

、

、

の
実
費
」
に

「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
改
め
る
。

、

別
表
第
二
中
「
二
一
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
〇
、
八
〇
〇
円
」
に

「
一
四
、
七
〇
〇
円
」
を
「
一

、
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四
、
九
〇
〇
円
」
に

「
一
六
、
七
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
九
〇
〇
円
」
に

「
第
十
条
第
五
号
」
を

、

、

「
第
四
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
の
一
か
ら
様
式
第
一
号
の
四
ま
で
の
規
定
中
「

2
6

」
を
「

」
に
改

第
条

第
９
条
第
１
項

め
る
。

第
条
の
規
定
に
よ
る

第
９
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
条

様
式
第
二
号
中
「

2
6

」
を
「

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た

昭
和

年
総
理
府
令

厚
生
省
令

内
務
省
令

大
蔵
省

」
に

「

2
2

、

，
，

，

令
運
輸
省
令
第
１
号

昭
和

年
総
理
庁
令

厚
生
省
令

内
務
省
令

大
蔵
省
令

運
輸
省

」
を
「

2
2

，
，

，
，

，

「

（

）

令
第
１
号

」
に
、

氏
名

法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称

，

を
」

に
改
め
る
。

「

（

）

氏
名

法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称

，

」

,

第
条

第
９
条
第
１
項

昭
和

年
総
理
府
令

厚
生
省
令

内

様
式
第
三
号
中
「

2
6

」
を
「

」
に

「
2
2

、
，

，

務
省
令

大
蔵
省
令

運
輸
省
令
第
１
号

昭
和

年
総
理
庁
令

厚
生
省
令

内
務
省
令

大

」
を
「

2
2

，
，

，
，

，

」
に
改
め
る
。

蔵
省
令

運
輸
省
令
第
１
号

，

様
式
第
五
号
中
「

2
6

」
を
「

」
に
、

第
条

第
９
条
第
１
項１

受
領
し
た
物
資
の
種
類
及
び
数
量

３

「１
受
領
し
た
都
道
府
県
名

「

」
に

「
、

を

２
受
領
し
た
物
資
の
種
類
及
び
数
量

」

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

２
４

３
５

４

、

、

様
式
第
七
号

中
「

2
4

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中
「

」
第

条
第
７
条
第
１
項

裏
面

（

）

（表）

裏
係
員

係
員

傷
痍

疾
病
等

負
傷
又
は
疾
病

は

を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

（

）

、

、

、

，
，

居
住
地

は
居
住
地

第
条

第
条

６
箇
月

６
月

５

」

「

」

、「

」

「

」

、
「

」

「

」

、
「

を

に

4
5

を

3
1

に

を

に

，

」
を
「3

0

」
に
改
め

「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

万
円

万
円

処
せ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る

、

第
条
の
規
定
に
よ
る
公
用
令
書
は

そ
の
必
要
が
な
く
な
つ
た

第
７
条

様
式
第
八
号
中
「

2
4

」
を
「

，

」

、

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
救
助
に
関
す
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る

に

昭
和

年
総
理
府
令

厚
生
省
令

内
務
省
令

大
蔵
省
令

運
輸
省
令
第
１
号
第
４
条

昭

「

）

」

「

2
2

を

，
，

，
，

）

」

、

和
年
総
理
庁
令

厚
生
省
令

内
務
省
令

大
蔵
省
令

運
輸
省
令
第
１
号
第
４
条
第
３
項

2
2

に

，
，

，
，

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

公
用
令
書

公
用
令
書
発
付

「

」

様
式
第
十
号
中

2
2

昭
和

年
総
理
府
令

厚
生
省
令

内
務
省
令

大
蔵
省
令

運
輸
省
令
第
１
号

，
，

，
，

を
「

2
2

」
に
改
め
る
。

昭
和

年
総
理
庁
令

厚
生
省
令

内
務
省
令

大
蔵
省
令

運
輸
省
令
第
１
号

，
，

，
，

い
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様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（第10条関係）様式第11号

（表）

災害救助法第10条の規定による 注 意

立入検査証票 １ この証票は，他人に貸与し，又は譲渡

第 号 してはならない。

２ この証票の有効期限は， 年

所 属 月 日までとする。

３ この証票は，有効期限を経過し，又は

職 名 不用になつたときは，速やかに返還しな

ければならない。

氏 名

年 月 日交付

岡山県知事 印

備考 用紙の大きさは，縦8.5センチメートル，横13センチメートルとする。

（裏）

災害救助法（昭和22年法律第118号 （抜粋））

（指定行政機関の長等の立入検査等） 必要があるときは，都道府県知事は，当該

第６条 １・２略 職員に施設，土地，家屋，物資の所在する

３ 前２項の規定により立ち入る場合におい 場所又は物資を保管させる場所に立ち入り

ては，あらかじめその旨をその場所の管理 検査をさせることができる。

者に通知しなければならない。 ２ 都道府県知事は，前条第１項の規定によ

４ 当該職員が第１項又は第２項の規定によ り物資を保管させた者に対し，必要な報告

り立ち入る場合は，その身分を示す証票を を求め，又は当該職員に当該物資を保管さ

携帯しなければならない。 せてある場所に立ち入り検査をさせること

５ 第１項及び第２項の規定による権限は， ができる。

犯罪捜査のために認められたものと解釈し ３ 第６条第３項から第５項までの規定は，

てはならない。 前２項の場合に準用する。

（都道府県知事の立入検査等）

第10条 前条第１項の規定により施設を管理

し，土地，家屋若しくは物資を使用し，物

資の保管を命じ，又は物資を収用するため

平成２７年３月２０日　岡山県公報　第１１６７０号



様
式
第
十
二
号
中
「

」
を
「

」

公
用

令
書

番
号

公
用
令
書
発
付
番
号

主
な
る

主
な

第
条

第
条

を
支
給
さ
れ
る
よ
う

の

に

「

」
を
「

」
に

「

2
9

」
を
「

1
2

」
に

「

」
を
「

、

、

、

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

支
給
に
つ
い
て

申
請
す
る

申
請
し
ま
す

、救
助
に

救
助
の
実
施
に

災
害
救
助
法
第

条
第
１
項

同

様
式
第
十
三
号
中

を

に

3
0

を

「

」

「

」

、「

」

「

1
3

」
に
改
め
る
。

法
第

条
第
１
項

様
式
第
十
四
号
中
「

4
4

」
を
「

2
9

」
に

「

」
を

第
条

第
条

収
容

施
設

供
与

費

、

避
難
所
及
び
応
急
仮
設
住
宅
供
与
費

仮
設

住
宅

設
置

費
応
急

「

」
に

「

」
を
「

、

仮
設
住
宅
設
置
費

災
害
に
か
か
つ
た
者
の
救
出
費

被
災

者

」
に

「

」
を
「

、

」
に
改
め
る
。

の
救

出
費

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

、

、

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は

当
分
の
間

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
十
一
号

岡
山
県
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
工
事
執
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

第
二
十
条附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
締
結
し
た
請
負
契
約
に
係
る
工
事
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
八
号

平
成
十
六
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号
（
建
築
物
に
関
す
る
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工

程
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

五
の
３
中
「
第
二
十
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
九
号

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律

第
六
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
岡
山
県
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
処
理
計
画
（
平

）

、

成
二
十
年
岡
山
県
告
示
第
百
八
十
五
号

の
一
部
を
平
成
二
十
七
年
三
月
十
日
付
け
で
変
更
し
た
の
で

岡
山
県
環
境
文
化
部
循
環
型
社
会
推
進
課
及
び
各
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

金
光
薬
局
真
備
店

倉
敷
市
真
備
町
箭
田
一
一
二
六

一
〇

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
一
号

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
知
事

一

施
設
の
名
称
及
び
開
設
場
所

１

名
称

笠
岡
市
立
市
民
病
院

２

開
設
場
所

岡
山
県
笠
岡
市
笠
岡
五
六
二
八

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

笠
岡
市

２

所
在
地

岡
山
県
笠
岡
市
中
央
町
一

一

－

三

辞
退
年
月
日

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
一
八
九
〇
〇
三
二
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
療
養
型
医
療
施
設
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を

次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
一
一
Ｋ
穂
浪
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
穂
浪
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
穂
浪
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
穂
浪
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
穂
浪
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
穂
浪
〇
〇
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
穂
浪
〇
〇
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
穂
浪
〇
一
〇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
吉
永
町
今
崎
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
吉
永
町
今
崎
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
吉
永
町
岩
崎
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
吉
永
町
加
賀
美
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
吉
永
町
金
谷
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
吉
永
町
高
田
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
吉
永
町
高
田
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
吉
永
町
高
田
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
吉
永
町
福
満
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｋ
吉
永
町
南
方
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
一
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
一
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
一
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
一
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
一
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
一
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
一
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
穂
浪
〇
二
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
吉
永
町
今
崎
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
吉
永
町
岩
崎
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
吉
永
町
加
賀
美
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
吉
永
町
加
賀
美
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
吉
永
町
加
賀
美
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
吉
永
町
加
賀
美
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
吉
永
町
加
賀
美
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
吉
永
町
加
賀
美
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
吉
永
町
加
賀
美
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
吉
永
町
金
谷
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
吉
永
町
神
根
本
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
吉
永
町
高
田
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
吉
永
町
福
満
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
一
Ｄ
吉
永
町
南
方
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を

、

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

県
備
前
県
民
局
建
設
部
東
備
地
域
工
務
課
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
赤
磐
市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を

次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
一
三
Ｋ
惣
分
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
惣
分
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
惣
分
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
惣
分
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
岡
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
可
真
下
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
沢
原
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
石
蓮
寺
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
勢
力
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
勢
力
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
稗
田
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
弥
上
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
鴨
前
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
神
田
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
桜
が
丘
西
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
下
仁
保
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
中
島
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
中
島
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
石
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
石
上
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
稲
蒔
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
小
鎌
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
三
Ｋ
河
原
屋
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
河
原
屋
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
河
原
屋
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
黒
沢
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
黒
沢
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
是
里
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
塩
木
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
塩
木
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
周
匝
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
周
匝
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
周
匝
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
滝
山
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
滝
山
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
滝
山
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
滝
山
〇
〇
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
仁
堀
中
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
仁
堀
中
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
仁
堀
西
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
仁
堀
西
〇
〇
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
仁
堀
西
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
仁
堀
西
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
仁
堀
東
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
仁
堀
東
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
福
田
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
福
田
〇
〇
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
福
田
〇
〇
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｋ
福
田
〇
〇
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
小
原
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
小
原
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
惣
分
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
三
Ｄ
惣
分
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
惣
分
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
惣
分
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
惣
分
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
惣
分
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
惣
分
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
惣
分
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
惣
分
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
惣
分
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
惣
分
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
惣
分
〇
一
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
惣
分
〇
一
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
惣
分
〇
一
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
岡
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
可
真
下
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
可
真
下
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
可
真
下
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
可
真
下
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
可
真
下
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
佐
古
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
沢
原
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
沢
原
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
勢
力
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
勢
力
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
徳
富
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
野
間
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
野
間
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
稗
田
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
稗
田
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
稗
田
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
三
Ｄ
稗
田
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
松
木
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
上
仁
保
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
鴨
前
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
鴨
前
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
斎
富
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
下
仁
保
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
中
島
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
中
島
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
中
島
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
中
島
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
中
島
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
西
中
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
日
古
木
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
石
上
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
石
上
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
石
上
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
稲
蒔
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
稲
蒔
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
稲
蒔
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
稲
蒔
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
小
鎌
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
草
生
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
草
生
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
黒
沢
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
黒
沢
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
黒
沢
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
黒
沢
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
光
木
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
塩
木
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り
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二
一
三
Ｄ
塩
木
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
塩
木
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
塩
木
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
塩
木
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
塩
木
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
仁
堀
中
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
仁
堀
中
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
仁
堀
中
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
仁
堀
中
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
仁
堀
中
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
仁
堀
中
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
仁
堀
中
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
仁
堀
中
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
仁
堀
中
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
仁
堀
中
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
仁
堀
西
〇
〇
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
仁
堀
西
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
仁
堀
西
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
仁
堀
西
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
福
田
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
福
田
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
福
田
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

二
一
三
Ｄ
福
田
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を

、

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

県
備
前
県
民
局
建
設
部
東
備
地
域
工
務
課
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
田
郡
矢
掛
町
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒

区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

四
六
一
Ｄ
浅
海
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
宇
角
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
内
田
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
内
田
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
内
田
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
内
田
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
内
田
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
宇
内
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
宇
内
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
宇
内
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
宇
内
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
宇
内
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
宇
内
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
江
良
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
小
田
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
小
田
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
小
田
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
小
田
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
小
林
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
小
林
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
小
林
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
上
高
末
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り
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四
六
一
Ｄ
上
高
末
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
上
高
末
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
上
高
末
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
上
高
末
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
上
高
末
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
上
高
末
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
上
高
末
〇
一
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
上
高
末
〇
一
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
上
高
末
〇
一
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
上
高
末
〇
一
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
上
高
末
〇
一
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
上
高
末
〇
一
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
上
高
末
〇
一
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
上
高
末
〇
二
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
里
山
田
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
里
山
田
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
里
山
田
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
里
山
田
〇
一
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
下
高
末
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
下
高
末
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
下
高
末
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
下
高
末
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
下
高
末
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
西
川
面
〇
〇
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
西
川
面
〇
〇
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
西
川
面
〇
〇
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
西
川
面
〇
〇
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
西
川
面
〇
〇
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
東
三
成
〇
〇
九

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
東
三
成
〇
一
〇

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り
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四
六
一
Ｄ
東
三
成
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
東
三
成
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
東
三
成
〇
一
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
東
三
成
〇
一
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
東
三
成
〇
一
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
南
山
田
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
南
山
田
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
矢
掛
〇
〇
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
矢
掛
〇
〇
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
横
谷
〇
一
一

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
横
谷
〇
一
二

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
横
谷
〇
一
三

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
横
谷
〇
一
四

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
横
谷
〇
一
五

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
横
谷
〇
一
六

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
横
谷
〇
一
七

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

四
六
一
Ｄ
横
谷
〇
一
八

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を

、

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

県
備
中
県
民
局
建
設
部
井
笠
地
域
維
持
管
理
課
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
五
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
地
区
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

山
元
地
区

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
二
十
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
一
号
と
二
十
四
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

岡
山
県
美
作
市
大
字
右
手
地
字
山
元

一
〇
九
七
番

一
号

〃

〃

〃

〃

一
〇
九
八
番

二
号

〃

〃

〃

〃

一
一
〇
五
番
二

三
号
か
ら
五
号
ま
で

〃

〃

〃

字
藤
原

一
一
三
〇
番

六
号
及
び
七
号

〃

〃

〃

字
山
元
土
筆
谷
九
七
〇
番

八
号

〃

〃

〃

〃

九
七
七
番

九
号

〃

〃

〃

字
山
元
下

九
九
二
番

十
号
及
び
十
一
号

〃

〃

〃

〃

九
九
一
番

十
二
号

〃

〃

〃

字
山
元
土
筆
谷
一
〇
一
〇
番
一

十
三
号

〃

〃

〃

〃

一
〇
〇
九
番

十
四
号

〃

〃

〃

字
土
筆
谷

一
〇
二
七
番

十
五
号

〃

〃

〃

字
山
元
土
筆
谷
一
〇
一
九
番
三
地
先
道
路
敷

十
六
号

〃

〃

〃

字
山
元

一
〇
三
八
番
四

十
七
号

〃

〃

〃

〃

一
〇
四
一
番
一
地
先
道
路
敷

十
八
号
及
び
十
九
号

〃

〃

〃

〃

一
〇
五
〇
番
四

二
十
号

〃

〃

〃

〃

一
〇
八
一
番

二
十
一
号

〃

〃

〃

〃

一
〇
八
四
番

二
十
二
号

〃

〃

〃

〃

一
〇
八
八
番

二
十
三
号

〃

〃

〃

〃

一
〇
九
二
番
四

二
十
四
号
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
南
広

域
都
市
計
画
下
水
道
事
業
赤
磐
市
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

事
業
の
種
類
及
び
名
称

事

業

施

行

期

間

事

業

地

施
行
者
の

名

称

赤

磐

市

岡
山
県
南
広
域
都
市
計

昭
和
四
十
六
年
八
月
二
十

収
用
の
部
分

画
下
水
道
事
業

三
日
か
ら

変
更
な
し

赤
磐
市
公
共
下
水
道

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十

使
用
の
部
分

一
日
ま
で

な
し

平成２７年３月２０日　岡山県公報　第１１６７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
七
号

（

）

、

岡
山
県
営
住
宅
条
例

平
成
九
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
九
号

第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
な
お
、
平
成
二
十
六
年
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
二
号
（
県
営

住
宅
の
指
定
管
理
者
の
指
定
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

県
営
住
宅
原
尾
島
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
中
区
原
尾
島
二
丁
目

県
営
住
宅
原
尾
島
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

県
営
住
宅
光
ヶ
丘
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
中
区
湊
四
五
一
番
地

県
営
住
宅
光
ヶ
丘
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

県
営
住
宅
東
岡
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
中
区
長
岡

県
営
住
宅
東
岡
山
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

県
営
住
宅
芳
賀
佐
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
北
区
芳
賀

県
営
住
宅
芳
賀
佐
山
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

県
営
住
宅
う
ら
や
す
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
南
区
浦
安
本
町
九
四
番
地
の
一
四

県
営
住
宅
う
ら
や
す
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六

県
営
住
宅
西
大
寺
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

岡
山
市
東
区
可
知

県
営
住
宅
西
大
寺
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

県
営
住
宅
老
松
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
老
松
町
三
丁
目
二
番

県
営
住
宅
老
松
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

八

県
営
住
宅
長
尾
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
玉
島
爪
崎
五
六
五
番
地
の
一

県
営
住
宅
長
尾
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

九

県
営
住
宅
中
庄
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
中
庄
団
地

県
営
住
宅
中
庄
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十

県
営
住
宅
富
田
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
玉
島
八
島
一
七
九
〇
番
地
の
二

県
営
住
宅
富
田
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
一

県
営
住
宅
柏
島
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
玉
島
柏
島
四
三
四
八
番
地

県
営
住
宅
柏
島
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
二

県
営
住
宅
中
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
児
島
小
川
一
〇
丁
目

県
営
住
宅
中
山
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
三

県
営
住
宅
笹
沖
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
笹
沖
八
八
番
地

県
営
住
宅
笹
沖
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
四

県
営
住
宅
中
洲
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
安
江
五
五
〇
番
地
の
一

県
営
住
宅
中
洲
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
五

県
営
住
宅
菰
池
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

倉
敷
市
菰
池
二
丁
目
三
番

県
営
住
宅
菰
池
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
六

県
営
住
宅
津
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
林
田
一
九
〇
九
番
地

県
営
住
宅
津
山
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
七

県
営
住
宅
林
田
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
林
田
一
九
〇
八
番
地
二

県
営
住
宅
林
田
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
八

県
営
住
宅
河
辺
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
河
辺
七
二
三
番
地

県
営
住
宅
河
辺
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
九

県
営
住
宅
高
野
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
高
野
山
西
四
二
四
番
地

県
営
住
宅
高
野
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十

県
営
住
宅
佐
良
山
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

津
山
市
一
方
二
八
五
番
地

県
営
住
宅
佐
良
山
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
一

県
営
住
宅
築
港
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

玉
野
市
築
港
二
丁
目
二
五
番

県
営
住
宅
築
港
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
二

県
営
住
宅
玉
大
池
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

玉
野
市
玉
原
二
丁
目
一
五
番

県
営
住
宅
玉
大
池
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
三

県
営
住
宅
玉
原
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

玉
野
市
玉
原
二
丁
目
八
番
ほ
か

県
営
住
宅
玉
原
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
四

県
営
住
宅
笠
岡
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

笠
岡
市
富
岡
一
八
二
番
地
の
一

県
営
住
宅
笠
岡
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

笠
岡
市
中
央
町
一
番
地
の
一

笠
岡
市

笠
岡
市
長

三
島

紀
元

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
五

県
営
住
宅
井
原
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

井
原
市
井
原
町
一
四
〇
二
番
地
の
二

県
営
住
宅
井
原
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

井
原
市
井
原
町
三
一
一
番
地
一

井
原
市

井
原
市
長

瀧
本

豊
文

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
六

県
営
住
宅
総
社
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

総
社
市
中
央
一
丁
目
一
九
番

県
営
住
宅
総
社
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
七

県
営
住
宅
総
社
泉
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

総
社
市
泉
五
番
地
の
三
一

県
営
住
宅
総
社
泉
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
八

県
営
住
宅
伊
部
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

備
前
市
伊
部
九
〇
番
地

県
営
住
宅
伊
部
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二
十
九

県
営
住
宅
山
陽
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

赤
磐
市
山
陽

県
営
住
宅
山
陽
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
に
限
る

）
。

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

和
気
郡
和
気
町
泉
二
五
〇
番
地

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
に
限
る

）
。
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岡
山
市
北
区
首
部
二
九
四
番
地
の
七

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

理
事
長

岡
野

健
一

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十
一

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
を
除
く

）
。

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

和
気
郡
和
気
町
泉
二
五
〇
番
地

県
営
住
宅
泉
団
地
（
修
繕
業
務
等
を
除
く

）
。

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

和
気
郡
和
気
町
尺
所
五
五
五
番
地

和
気
町

和
気
町
長

大
森

直
徳

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十
二

県
営
住
宅
矢
掛
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
八
八
番
地
の
四

県
営
住
宅
矢
掛
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
三
〇
一
八
番
地

矢
掛
町

矢
掛
町
長

山
野

通
彦

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十
三

県
営
住
宅
勝
間
田
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

勝
田
郡
勝
央
町
勝
間
田
三
二
番
地
三

県
営
住
宅
勝
間
田
団
地
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２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

勝
田
郡
勝
央
町
勝
間
田
二
〇
一
番
地

勝
央
町

勝
央
町
長

水
嶋

淳
治

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
十
四

県
営
住
宅
吉
備
高
原
団
地

１

管
理
を
行
わ
せ
る
施
設

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
野
二
四
七
〇
番
地
四

県
営
住
宅
吉
備
高
原
団
地

２

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
豊
野
一
番
地
二

吉
備
中
央
町

吉
備
中
央
町
長

山
本

雅
則

３

指
定
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平成２７年３月２０日　岡山県公報　第１１６７０号



〔
一
〇
九
〕
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

認

証

年

月

日

調
査
を
行
っ

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

た

地

域

浅

口

市

平
成
二
十
五
年
四
月

浅
口
市

寄
島
町
の
一

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三

～

地
籍
図
及
び

部

日

平
成
二
十
六
年
十
一

地
籍
簿

月
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〔
一
一
〇
〕
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十

五
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
一
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概

要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太
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収去場所 飼 料 の 名 称 製造年月 試 験 項 目 違反の有無及び違反の内容製 造 事業 場等 の 名称 及び 所在地

ＪＡ西日本くみあい飼料（株）水島工場 同 左 くみあい配合飼料 平成27年１月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県倉敷市水島海岸通三丁目６番地 Ｅ１７ 粗灰分，カルシウム，りん，

ＭＥ

同 上 同 左 くみあい配合飼料 平成27年１月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
荒戸山Ｃマッシュ森の精 粗灰分，カルシウム，りん，

ＴＤＮ

西日本飼料（株） 同 左 日清丸紅印配合飼料 成鶏用 平成27年１月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県倉敷市水島海岸通三丁目６番地３ ピークプラス 粗灰分，カルシウム，りん，

ＭＥ

同 上 同 左 日清丸紅印配合飼料 子豚用 平成27年１月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
ネオパワーステップ 粗灰分，カルシウム，りん，

ＴＤＮ

日本農産工業（株）水島工場 同 左 ノーサン印ブロイラー肥育前期用配 平成26年12月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県倉敷市児島塩生2767番地32 合飼料 粗灰分，カルシウム，りん，

ジョイスタークランブル ＭＥ

同 上 同 左 ノーサン印肉豚肥育用配合飼料 平成26年12月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
エコミート 粗灰分，カルシウム，りん，

ＴＤＮ

中部飼料（株）水島工場 同 左 マル中印成鶏飼育用配合飼料 平成26年12月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県倉敷市水島海岸通三丁目１番３ レイヤー１７ 粗灰分，カルシウム，りん，

ＭＥ

同 上 同 左 マル中印肉豚肥育用配合飼料 平成26年12月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
わんぱく肉豚 粗灰分，カルシウム，りん，

ＴＤＮ

フタバ飼料（株） 同 左 肉用牛肥育用配合飼料 平成26年11月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県岡山市東区瀬戸町万富1057番地１ 肉牛後期 粗灰分，カルシウム，りん，

ＴＤＮ
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〔
一
一
一
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
改
良
区
清
算
人
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

高
谷
池
土
地
改
良
区

二

退
任
清
算
人

退
任
清
算
人
氏
名

住

所

玉
置

貞
雄

津
山
市
山
北
五
二

一
〇

－

小
林

繁
行

〃

総
社
四
四

竹
内

英
和

〃

〃

一
一
七

松
本

泰
幸

〃

〃

一
四
五

湯
浅

廣

〃

〃

一
四
七

小
川

稔

〃

〃

二
八
九

竹
内

精
一

〃

小
原
二
八

一

－

高
谷

浩

〃

総
社
三
二
〇
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〔

〕

（

）

、

一
一
二

河
川
法

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号

第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

一
級
河
川
旭
川
水
系
下
流
ブ
ロ
ッ
ク
河
川
整
備
計
画
を
平
成
二
十
七
年
三
月
二
日
に
定
め
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
、
岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
建
設
企
画
課
及
び
同
部

東
備
地
域
設
計
審
査
班
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

河
川
管
理
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太
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〔
一
一
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

浅
口
市
金
光
町
占
見
二
二
五

三
、
二
二
八

五

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂
一
四
四
五

七
－

大
橋

利
紀

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
六
七
号
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〔
一
一
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
上
林
字
佳
美
林
五
七

三

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
平
田
七
一
四

一
二
（
ヴ
ェ
ル
デ
ュ
ー
ル
一
〇
二
号
室
）

－

東

伸
明

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
五
〇
号
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〔
一
一
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
清
音
軽
部
字
八
幡
馬
場
八
八
五

二

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
清
音
軽
部
八
八
五

一

－

楢
村

真
利

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
五
五
号
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
職
員
の
う
ち
、
給
与
条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
当
該
事
由
の
発
生
の
直
前
の
住
居
（
当
該
事
由
の
発
生
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お

い
て
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
通
勤
の
た
め
利
用
す
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
及
び
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
住
居
を
含
む

）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道

。

等
で
そ
の
利
用
が
第
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と

す
る
も
の
（
当
該
事
由
の
発
生
の
直
前
の
勤
務
地
と
所
在
す
る
地
域
を
異
に
す
る
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
い
、
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
る
場
合
に
は
当
該
事
由
の
発
生
前
の
通

勤
時
間
よ
り
長
時
間
の
通
勤
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
等
の
通
勤
の
実
情
の
変
更
を
生
ず
る
職
員
で
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る

）
。

イ

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
地
公
法
」
と
い
う

）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

。

（

（

。
）

定
に
よ
る
採
用

地
公
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日

地
公
法
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
及
び
当
該
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含
む

の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に
限
る

）
を
さ
れ
た
こ
と
。

。（

。

、

「

」

。
）

ロ

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例

昭
和
四
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
十
一
号

第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号

第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
八
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て

分
限
条
例

と
い
う

第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
か
ら
復
職
し
た
こ
と
。

ハ

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
十
号
。
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
八

条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
「
派
遣
条
例
」
と
い
う

）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
こ
と
。

。

別
記
様
式
中
「

」
を
「

3
3

1
3

「

」

）

」
に
、

第
３
条

昭
和

年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第

号

｡

以
下

規
則

と
い
う

｡

第
３
条

（

「

を

こ
の
届
出
は

事
実
と
相
違
な
い
も
の
と
認
め
る

年
月

日
所
属
長

印
，

。

」

こ
の
届
出
は

事
実
と
相
違
な
い
も
の
と
認
め
る

年
月

日
所
属
長

「

，
。

に
、

（

）

」

公
印

省
略
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「

「

規
則
第
５
条

規
則
第
５
条

□

（
□

□

）

□
該
当

離
島
等

歩
行
困
難

（
□

□

）

該
当

離
島
等

歩
行
困
難

非
該
当

□非
該
当

□

規
則
第
８
条
の
３

規
則
第
８
条
の
３

該
当

□

該
当

第
１
号

第
２
号

第
３
号

□

□

□

□

第
１
号

第
２
号

第
３
号

非
該
当

□

□

□

□

非
該
当

岡
山
県
職
員
給
与
条
例

昭
和

年
岡

□

（

2
6

「

」

山
県
条
例
第

号
以
下
給
与
条
例

1
8

。

を

に

「

」
を
「

」
に
、

給
与
条
例
第

条
第
１
項

1
1

、

及
び
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則

及
び
規
則

と
い
う

第
条
第
１
項

。）

1
1

該
当

□

該
当

□
併
用

□

併
用
□

併
給

□

併
給

□

非
併
給

交
通
機
関
等

□

□

非
併
給

交
通
機
関
等

□

□
自
動
車
等

□

自
動
車
等

□

非
併
用

交
通
機
関
等

□

□

非
併
用

交
通
機
関
等

□

□

自
動
車
等

□

自
動
車
等

□

□

（

）

非
該
当

理
由
：

□

（

）
非
該
当

理
由
：

」

」
年

月
日

職
氏
名

「

「
を

に
改
め

「(
1
)

」
の
次
に
「

」

年
月

日
職
氏
名

印
住
居

付
近

、

」

（

）

」

公
印

省
略

を
加
え

「

」
を
削
る
。

、

認
印
し

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
平
成
十
六
年
四
月
一
日
に
お
け
る
町
村
役
場
」
を
「
村
役
場
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一

支

給

地

域

真
庭
郡
新
庄
村

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
名
称
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
け
る
名
称
と
し
、
同
表
に
定

め
る
地
域
は
、
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
同
日
に
お
け
る
区
域
を
用
い
て
示
さ
れ
た

地
域
と
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
名
称
の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の

の
区
域
の
変
更
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二

所

在

地

公

署

真
庭
市
蒜
山
東
茅
部

農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
農
業
研
究
所
高

冷
地
研
究
室

津
山
市
加
茂
町
黒
木

美
作
県
民
局
黒
木
ダ
ム
管
理
事
務
所

〃

〃

下
津
川

〃

津
川
ダ
ム
管
理
事
務
所

真
庭
市
蒜
山
上
長
田

勝
山
高
等
学
校
蒜
山
校
地

津
山
市
加
茂
町
倉
見

勝
間
田
高
等
学
校
倉
見
演
習
林
実
習
所
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高
梁
市
備
中
町
西
山

高
梁
市
立
西
山
小
学
校

新
見
市
千
屋
花
見

新
見
市
立
千
屋
小
学
校

〃

大
佐
永
富

〃

刑
部
小
学
校

〃

神
郷
釜
村

〃

神
郷
北
小
学
校

〃

大
佐
永
富

〃

大
佐
中
学
校

苫
田
郡
鏡
野
町
女
原

苫
田
郡
鏡
野
町
立
奥
津
小
学
校

〃

〃

富
西
谷

〃

〃

富
小
学
校

〃

〃

上
齋
原

〃

〃

上
齋
原
小
学
校

〃

〃

井
坂

〃

〃

奥
津
中
学
校

〃

〃

富
西
谷

〃

〃

富
中
学
校

〃

〃

上
齋
原

〃

〃

上
齋
原
中
学
校

真
庭
市
阿
口

真
庭
市
立
阿
口
小
学
校

〃

久
見

〃

湯
原
小
学
校

〃

種

〃

二
川
小
学
校

〃

蒜
山
下
和

〃

中
和
小
学
校

〃

蒜
山
下
見

〃

八
束
小
学
校

〃

蒜
山
上
福
田

〃

川
上
小
学
校

〃

美
甘

〃

美
甘
中
学
校

〃

久
見

〃

湯
原
中
学
校

〃

蒜
山
下
福
田

〃

蒜
山
中
学
校

新
見
市
千
屋
実

新
見
警
察
署
千
屋
駐
在
所

〃

大
佐
小
阪
部

〃

刑
部
駐
在
所

〃

神
郷
釜
村

〃

新
郷
駐
在
所

真
庭
市
禾
津

真
庭
警
察
署
禾
津
駐
在
所

〃

蒜
山
上
福
田

〃

川
上
駐
在
所

〃

蒜
山
上
長
田

〃

八
束
駐
在
所

〃

蒜
山
下
和

〃

中
和
駐
在
所

津
山
市
阿
波

津
山
警
察
署
阿
波
駐
在
所

苫
田
郡
鏡
野
町
女
原

〃

奥
津
南
駐
在
所

〃

〃

奥
津
川
西

〃

奥
津
駐
在
所
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〃

〃

富
西
谷

〃

富
駐
在
所

〃

〃

上
齋
原

〃

上
齋
原
駐
在
所

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
条

（
経
過
措
置
）

こ
の
条
か
ら
第
六
条
ま
で
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

第
二
条

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員

次
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
（
岡
山
県
職
員

給
与
条
例

昭
和
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
十
八
号

第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
再
任
用
職
員

次

（

）

（

号
に
お
い
て
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う

）
を
除
く

）
を
い
う
。

。

。

イ

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
（
ロ
に
お
い
て
「
旧
寒
冷
地
」
と
い

う

）
に
在
勤
す
る
職
員

。

ロ

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別
表
第
二
に
掲
げ
る
公
署
に
在
勤
し
、
か
つ
、
旧
寒
冷
地
又
は

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
区
域
に
居
住
す
る
職
員

二

新
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定

に
基
づ
き
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
（
再
任
用
職
員
を
除
く

）
を
い
う
。

。

三

特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員

旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
て
、
新
寒
冷
地
等
在
勤
等

職
員
で
な
い
も
の
を
い
う
。

四

み
な
し
寒
冷
地
手
当
額

次
条
又
は
第
四
条
に
規
定
す
る
者
に
つ
き
、
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る

規
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
に
在
勤
す
る
職
員
と
み
な
し
て
、
岡
山
県
職
員
給
与
条
例
第
十
二

条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
寒
冷
地
手
当
の
額
を
い
う
。

基
準
日
（
岡
山
県
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
同
じ

）

第
三
条

。

（
そ
の
属
す
る
月
が
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限
る

）
に
お
い
て
特
定
旧
寒
冷
地
等
在

。

勤
等
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う

）
の
前
日
か

。

ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
引
き
続
き
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し

て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
み
な
し

寒
冷
地
手
当
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

基
準
日
（
そ
の
属
す
る
月
が
平
成
二
十
八
年
十
一
月
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
ま
で
の
も
の
に

第
四
条
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限
る

）
に
お
い
て
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
、
施
行
日
の
前
日
か
ら
当
該

。

基
準
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
引
き
続
き
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
は
、

み
な
し
寒
冷
地
手
当
額
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
日
の
属
す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
寒
冷
地
手
当
に
関

す
る
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
み
な
し
寒
冷
地
手
当
額
か
ら
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
日
の

属
す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
ま
で

六
千
円

平
成
二
十
九
年
十
一
月
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
ま
で

一
万
二
千
円

基
準
日
に
お
い
て
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
、
施
行
日
の
前
日
に
お

第
五
条

い
て
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま
で
の

間
、
引
き
続
き
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
又
は
新
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
も
の
（
前
二
条

の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
者
を
除
く

）
に
対
し
て
は
、
そ
の
旧
寒
冷
地
等
在
勤

。

等
職
員
又
は
新
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
期
間
を
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
と
し
て
勤

務
し
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
二
条
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
額
の
寒

冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

岡
山
県
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
岡
山
県
公
営
企
業
職
員
等
で
あ
っ
た

第
六
条

者
か
ら
施
行
日
以
降
に
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
給
料
表
適
用
職
員
」
と

い
う

）
と
な
り
、
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
い
て

。

当
該
職
員
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
施
行
日
の
前
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

そ
の
給
料
表
適
用
職
員
で
な
か
っ
た
期
間
を
給
料
表
適
用
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
み
な

し
て
、
前
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
た
と
す
る
な
ら
ば
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と

き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
て
算
出
さ
れ
る
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
記
様
式
中

を

職
名

氏
名

印

」

「

に
、

職
名

職
員
番
号

氏
名

印

」

「

を

こ
の
届
出
は

事
実
と
相
違
な
い
も
の
と
認
め
る

，
。

年
月

日
所
属
長

印

」

「

こ
の
届
出
は

事
実
と
相
違
な
い
も
の
と
認
め
る

，
。

に
、

年
月

日
所
属
長

（

）

公
印

省
略

」

「

を

条
例
第

条
の
６
及
び
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
基
づ
き

上
記
の
と
お
り
確
認
し

決
定

改
定

す
る

1
0

（

）
，

，
。

年
月

日
職
氏
名

印

」
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「
条
例
第

条
の
６
及
び
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
基
づ
き

上
記
の
と
お
り
確
認
し

決
定

改
定

す
る

1
0

（

）

，
，

。

に
改
め
る
。

年
月

日
職
氏
名

（

）

公
印

省
略

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ウ

中
「
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
三
号
（
児
童
福
祉
法

(5)

第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
慢
性
疾
患
及
び
当
該
疾
患
ご
と
に
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
患
の
状
態
の
程
度
）
第
八
表
」
を
「
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百

七
十
五
号
（
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
小
児
慢
性

特
定
疾
病
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
小
児
慢
性
特
定
疾
病
ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
疾
病
の
状
態
の
程
度
）
第
十
四
表
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
九
号
中
「

以
下
」
を
「

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）

（

（

第
四
条
第
九
項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
（
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
の
認
定

を
含
む

）
を
受
け
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別

。

区
域
計
画
を
い
う

）
に
基
づ
く
搭
乗
型
移
動
支
援
ロ
ボ
ッ
ト
の
公
道
実
証
実
験
事
業
に
お
い
て
使
用

。

さ
れ
る
も
の
を
除
く

（
以
下
」
に
改
め
る
。

。
）

第
十
二
条
第
十
一
号
中
「
の
移
動
を
伴
う
」
を
「
、
移
動
に
用
い
る
用
具
等
の
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
十
七
の
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
七
の
二

主
要
地
方
道
倉
敷

イ

岡
山
市
南
区
西
高
崎
五
番
四
七
地
先
か
ら
岡
山
市
南

玉
野
線

区
植
松
七
〇
二
番
地
先
に
至
る
間

ロ

玉
野
市
田
井
三
丁
目
七
番
一
一
地
先
か
ら
玉
野
市
田

井
三
丁
目
一
番
一
地
先
に
至
る
間

別
表
第
二
中
三
十
八
の
三
の
項
を
三
十
八
の
四
の
項
と
し
、
三
十
八
の
二
の
項
を
三
十
八
の
三
の
項

と
し
、
三
十
八
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

三
十
八
の
二

一
般
県
道
西
一

津
山
市
下
田
邑
二
二
三
二
番
地
先
か
ら
苫
田
郡
鏡
野
町
布
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宮
中
北
上
線

原
一
四
五
番
三
地
先
に
至
る
間

別
表
第
二
の
五
十
四
の
二
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

五
十
四
の
三

倉
敷
市
道
三
田

倉
敷
市
水
島
川
崎
通
一
丁
目
一
番
五
六
二
地
先
か
ら
倉
敷

五
軒
屋
海
岸
通
四
号
線

市
連
島
四
丁
目
一
番
二
八
地
先
に
至
る
間

別
表
第
二
の
五
十
七
の
六
の
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

五
十
七
の
七

津
山
市
道
Ｆ
一

津
山
市
戸
島
二
五
四
番
三
地
先
か
ら
津
山
市
下
田
邑
二
二

六
六
号
線

三
二
番
地
先
に
至
る
間

五
十
七
の
八

津
山
市
道
Ｆ
一

津
山
市
下
田
邑
二
二
三
九
番
一
六
地
先
か
ら
津
山
市
下
田

七
四
号
線

邑
二
二
三
九
番
一
五
地
先
に
至
る
間

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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〔
六
〕
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日
付
け
公
布
岡
山
県
行
政
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
岡
山
県
規
則
第
三
十
四
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

第
二
十
一
条
第
一
項

第
条
第
１
項

一
・
終
わ
り
か

2
1

ら
六

第
二
十
八
条
第
一
項

第
条
第
１
項

2
8

平成２７年３月２０日　岡山県公報　第１１６７０号



〔
七
〕
平
成
二
十
三
年
八
月
十
九
日
付
け
公
布
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号
（
道
路
の
区
域
変
更
）

に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

三
・
一
三

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
字
本
谷
五
二

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
字
本
谷
東
五

三
・
終
わ
り
か

七
二
番
三
地
先

二
七
二
番
三
地
先

ら
八

三
・
終
わ
り
か

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
字
本
谷
五
二

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
字
本
谷
東
五

ら
一
〇

七
六
番
六
地
先

二
七
六
番
六
地
先
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〔
八
〕
平
成
二
十
三
年
八
月
十
九
日
付
け
公
布
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号
（
道
路
の
供
用
開
始
）

に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

二
・
五

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
字
本
谷
五
二

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
字
本
谷
東
五

七
六
番
六
地
先

二
七
六
番
六
地
先
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